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⽣ 徒 ⽤ タ ブ レッ ト 端 末 の 持 ち 帰 り に か か る 確 認 事 項   

⽣ 徒 ⽤ タ ブ レッ ト 端 末 を 使 ⽤ し た 家 庭 学 習 を 可 能 に す る た め、 必 要 に 応 じ て ⽣ 徒 
⽤ タ ブ レッ ト 端 末 等 （以 下 「貸 出 機 器」 と い う。） の 持 ち 帰 り を 実 施 し ま す。   
下 記 を 確 認 い た だ き 「タ ブ レッ ト 端 末 等 持 ち 帰 り に か か る 確 認 書」 の 提 出 を お 願 

い し ま す。   
  

記   
  
１   タ ブ レッ ト 端 末 の 利 ⽤ に あ たっ て、 以 下 の 事 項 の 遵 守 を お 願 い し ま す。   

以 下 の 事 項 が 守 ら れ ず、 貸 出 機 器 が 正 常 に 使 ⽤ で き る 状 態 で 返 却 さ れ な かっ た 場 合 に 

は 弁 償 等 の 対 応 を し て い た だ く こ と が あ り ま す。   

・ 精 密 機 器 に つ き、 丁 寧・ 適 正 な 取 扱 い を お 願 い し ま す。 乱 暴 に 取 り 扱っ た り 故 意 に 

破 損 さ せ た り し な い で く だ さ い。   

・ 他 ⼈ へ の 転 貸 （ま た 貸 し） や 転 売 を し な い で く だ さ い。   

貸 出 機 器 に つ い て、 故 障、 破 損、 紛 失、 盗 難 等 の 事 由 が ⽣ じ た 場 合 は、 速 や か に 学 校 

に 申 し 出 た 上、 学 校 の 指 ⽰ に 従っ て く だ さ い。 な お、 盗 難 等 の 被 害 に あっ た 場 合 に 

は、 警 察 に 届 け 出 て そ の 証 明 を 受 け て く だ さ い。   

２   本 市 に て タ ブ レッ ト 端 末 の 通 信 記 録 や、 Web ア ク セ ス の 履 歴 を 調 査・ 確 認 す る こ と が 

あ り ま す。   

３    転 出 や 卒 業 な ど、 お ⼦ 様 が 通 学 す る 学 校 で の 在 籍 期 間 が 終 了 す る 場 合 に は、 持 ち 帰っ 

た 機 器 を 遅 滞 な く 返 却 し て く だ さ い。   

  

  

※ 兄 弟 姉 妹 が い る 場 合 は、 人 数 分 提 出 し て く だ さ い。   


